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令和２年第１回定例会

美 郷 町 議 会 会 議 録

令和 ２年 ３月 ５日 開会

令和 ２年 ３月１８日 閉会
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令和２年１回美郷町議会定例会会議録（第１日）

令和２年３月５日（木曜日）

◎開会日時 令和 ２年 ３月 ５日 午前１０時００分 開会

◎散会日時 令和 ２年 ３月 ５日 午後 ０時１５分 散会

◎出席議員（１１名）

1 番 山本 文男君 2 番 中嶋奈良雄君

3 番 川村 義幸君 4 番 川村 嘉彦君

5 番 黒田 仁志君 6 番 富井 裕瑞君

7 番 甲斐 秀徳君 8 番 森田 久寛君

9 番 園田 義彦君 10 番 山田恭一郎君

11 番 那須 富重君

◎欠席議員 な し

◎欠 員 な し

◎会議録署名議員 １番 山本 文男君 ２番 中嶋奈良雄君

◎事務局職員氏名 事務局長 小田 広美君 書記 坂本梨津子君

◎説明のための出席者職氏名

町長 田中 秀俊君 副町長 藤本 茂君

教育長 大坪 隆昭君 会計管理者 石田 隆二君

総務課長 下田 光君 税務課長 欠席

企画情報課長 田常 浩二君 町民生活課長 日高 隆一君

健康福祉課長 後藤 充君 建設課長 木原 浩一君

農林振興課長 中田 広喜君 政策推進室長 沖田 修一君

教育課長 田原 博文君 地域包括医療局総院長 欠席

地域包括医療局事務長 尾田 靖君 南郷地域課長 藤本 政春君

北郷地域課長 松本 博君

◎会議の経過 別紙のとおり
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令 和 ２ 年 第 １ 回 美 郷 町 議 会 定 例 会

議事日程（第１）

令和 2 年 3 月 5 日
午 前 1 0 時 開 議

日程第１ 会議録署名議員の指名

１番 山本 文男議員

２番 中嶋 奈良雄議員

日程第２ 会期の決定

３月５日 ～ ３月１８日 １４日間

日程第３ 諸般の報告

⑴議 長

⑵総務厚生常任委員長

⑶入郷地区衛生組合議会議員

⑷日向東臼杵広域連合議会議員

日程第４ 諮問第 1 号 人権擁護委員候補者の推薦について

提案理由説明、質疑、討論、採決

日程第５ 議案第 3 号 公の施設の指定管理者の指定について

提案理由説明

日程第６ 議案第 4 号 一般職の職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例

提案理由説明

日程第７ 議案第 5 号 美郷町公の施設条例の一部を改正する条

例

提案理由説明

日程第 8 議案第 6 号 美郷町監査の執行に関する条例のを改正

する条例一部を改正する条例

提案理由説明
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日程第 9 議案第 7 号 美郷町消防団の定員、任免、給与、服務

等に関する条例の一部を改正する条例

提案理由説明

日程第 10 議案第 8 号 美郷町入湯税管理基金条例

提案理由説明

日程第 11 議案第 9 号 美郷町立保育所設置条例の一部を改正

する条例

提案理由説明

日程第 12 議案第 10 号 美郷町介護保険条例の一部を改正する

条例

提案理由説明

日程第 13 議案第 11 号 美郷町使用料徴収条例の一部を改正す

る条例

提案理由説明

日程第 14 議案第 12 号 美郷町営住宅条例の一部を改正する条

例

提案理由説明

日程第 15 議案第 13 号 美郷町ふるさと応援基金条例

提案理由説明

日程第 16 議案第 14 号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例

提案理由説明

日程第 17 議案第 15 号 美郷町国民健康保険診療所設置条例の

一部を改正する条例

提案理由説明

日程第 18 議案第 17 号 平成 31 年度美郷町一般会計補正予算
（第 7 号）
提案理由説明
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日程第 19 議案第 18 号 平成 31 年度美郷町国民健康保険事業特
別会計補正予算（第 3 号）

日程第 20 議案第 19 号 平成 31 年度美郷町介護保険事業特別会
計補正予算（第 4 号）

日程第 21 議案第 20 号 平成 31 年度美郷町後期高齢者医療事業
特別会計補正予算（第 3 号）

日程第 22 議案第 21 号 平成 31 年度美郷町簡易水道事業特別
会計補正予算（第 4 号）

日程第 23 議案第 22 号 平成 31 年度美郷町農業集落排水事業特
別会計補正予算（第 3 号）

日程第 24 議案第 23 号 平成 31 年度美郷町国民健康保険診療所
事業特別会計補正予算（第 4 号）

日程第 25 議案第 24 号 平成 31 年度美郷町国民健康保険病院事
業会計補正予算（第 4 号）
提案理由説明

日程第 26 議案第 25 号 令和 2 年度美郷町一般会計予算
日程第 27 議案第 26 号 令和 2 年度美郷町国民健康保険事業特

別会計予算

日程第 28 議案第 27 号 令和 2 年度美郷町介護保険事業特別会
計予算

日程第 29 議案第 28 号 令和 2 年度美郷町後期高齢者医療事業
特別会計予算

日程第 30 議案第 29 号 令和 2 年度美郷町簡易水道事業特別会
計予算

日程第 31 議案第 30 号 令和 2 年度美郷町農業集落排水事業特
別会計予算

日程第 32 議案第 31 号 令和 2 年度美郷町国民健康保険診療所
事業特別会計予算

日程第 33 議案第 32 号 令和 2 年度美郷町国民健康保険病院事
業会計予算

施政方針の説明

日程第 34 発委第１号 議会の委任による長の専決処分事項の指

定についての一部改正について

提案理由説明、採決
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令和２年第１回定例会

美 郷 町 議 会 会 議 録（第１号）

令和２年３月５日

美 郷 町 議 会



7

会 議 録

令 和 ２ 年 ３ 月 ５ 日

午 前 １ ０ 時 開 議

【事務局長 小田 広美】

「一同起立・一同礼」・・・・おはようございます・・・・・お座りください。

【議長 那須 富重】

改めまして、おはようございます。

宮崎県も県内で患者がいつ発生してもおかしくないという状況でありましたけれ

ども、昨夜、ついに宮崎市で新型コロナウイルスの感染者の第１号が発生しました。

感染のおそれがあると見られる各種イベントが中止に追い込まれておりまして、

春の高校野球も無観客試合での開催が報告されております。ことし開催予定の二度

目の東京オリンピックにも影響が出るのではないかとの心配も出てきておりまして、

経済活動にも大変、大きなしわ寄せが出てきておる状況であります。

こういった感染のリスクが高まる状況により、県内の教育機関では休校の措置が

とられている中、現在、県内高校の入学試験が実施されておりますが、受験生には

しっかりと実力を発揮していただきたいものです。

問題解決の糸口が見えない状況で、本町でも庁舎内での感染予防対策が図られて

おりますが、まず、町内での感染予防対策には一人一人が自覚をして感染予防に努

めていただき、一日も早い問題の終息を待ちたいと思います。

今定例会は、新年度の予算審議という大きい案件があります。令和２年度の主な

美郷町当初予算としましては、交通弱者支援事業、ケーブルテレビ設備改修による

生活環境の充実、農業生産組織担い手の強化、新規就農者確保育成支援事業補助、

６次産業化の推進支援補助、林業大学校受講宿舎新築工事、道路の新設改良、一般

住宅支援補助事業など、積極的な施策が上げられております。

先月、会計のほうから報告がありました美郷町の今後の見通しによりますと、希

望的観測によっても普通交付税が完全一本算定となる令和３年度には経常収支比率

が１００％を超える見通しであり、今後の対策として真に必要なものを残していき、

その年度の重点事業に予算配分し、ほかを抑制するなどめり張りのある予算編成に

することが適当であるとの報告がありました。

議員各位におかれましては、こういった問題を考慮の上、長丁場とはなりますが、

十分な体調管理をして活発な議論を期待したいと思います。

よろしくお願いをいたしまして、挨拶を終わります。

【議長 那須 富重】

それでは、ただいまの出席議員は１１名であります。

【議長 那須 富重】

ただいまから、令和２年第１回美郷町議会定例会を開会します。

なお、金丸吉昌地域包括医療局総院長から公務出張のため欠席の申し出がありま

したので、これを受理いたしました。

また、瓶田 哲朗税務課長から、病院受診のため欠席の申し出がありましたので、
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これを受理しました。

【議長 那須 富重】

これから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりであります。

なお、本日の会議には報道機関が取材のため、傍聴しますので、あらかじめお知

らせします。

また、カメラの持ち込み、写真撮影も許可しましたので申し添えます。

【議長 那須 富重】

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

本定例会の署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、１番 山本 文男

議員、２番 中嶋 奈良雄議員を指名いたします。

【議長 那須 富重】

日程第２ 会期の決定を議題とします。

この件につきましては、議会運営委員会において検討がなされておりますので、

委員長より報告をお願いします。

【議会運営副委員長 森田 久寛】

議長。

【議長 那須 富重】

議会運営副委員長 森田 久寛議員。

【議長 那須 富重】

暫時休憩します。

（休憩：午前１０時０４分）

（再開：午前１０時０６分）

【議長 那須 富重】

それでは、休憩前に引き、会議を開きます。

【議会運営副委員長 森田 久寛】

議長。

【議長 那須 富重】

議会運営副委員長 森田 久寛議員。

【議会運営副委員長 森田 久寛】

それでは、報告いたします。

議会運営委員長の報告。

令和２年第１回美郷町議会定例会について、議長より諮問を受けました会期及び
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日程につきまして、議会運営委員会は以下のように議長に答申いたしましたので報

告いたします。

会期につきましては、本日から３月１８日までの１４日間とし、会期日程はお手

元に配付してありますとおりとしたところです。

以上で、議会運営委員長の報告を終わります。

【議長 那須 富重】

委員長の報告が終わりました。

お諮りします。

本定例会の会期は、委員長の報告のとおり、本日から３月１８日までの１４日間

にしたいと思います。これに御異議ありませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

異議なしと認めます。

したがいまして、会期は本日から３月１８日までの１４日間に決定いたしました。

なお、３月１８日の会議につきましては、午前１０時より開くことにいたします。

会期中の会議予定につきましては、お手元に配付の会期及び審議の予定表のとお

りであります。

【議長 那須 富重】

日程第３ 諸般の報告を行います。

本日までに受理いたしました請願・陳情は、お手元に配付いたしました請願・陳

情文書表に記載のとおり報告いたします。請願については、所管の常任委員会に付

託しましたので、報告いたします。

地方自治法第２３５条の２、第３項の規定により、例月現金出納検査の結果報告

書がお手元に配付したとおり提出されております。

朗読は省略します。

議長報告は、お手元に配付の諸般の報告をもって報告とします。

【議長 那須 富重】

次に、所管事務調査の結果等について、総務厚生常任委員長、入郷地区衛生組合

議会議員、日向・東臼杵広域連合議会議員から、それぞれ報告の申し出があります。

まず、総務厚生常任委員会の報告をお願いします。

総務厚生常任委員長。

【総務厚生常任委員長 黒田 仁志】

議長。

【議長 那須 富重】

総務厚生常任委員長 黒田 仁志議員。

【総務厚生常任委員長 黒田 仁志】

令和２年１月２４日、本委員会において調査を実施したので、会議規則第７７条
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の規定により報告いたします。

１．調査の日時 令和２年１月２４日

２．調査の場所 熊本県大和町包括医療支援センターそよう病院

３．調査の目的 地域医療の現状の視察

４．調 査 者 総務厚生常任委員に加えまして、他の議員も参加していただ

き、全議員で視察を行っております。議会事務局長及び書記

も同行していただいております。

そよう病院の水本誠一院長、事務長、担当者にご対応いただ

きました。

５．調査の概要（意見）

熊本県大和町そよう病院においては、合併後、平成２４年に移転、新築し、

大和町包括医療センターそよう病院となり、最新の設備を備えた町立病院で、

一般病床５７、診療科１４、医師は定着医２名、自治医大卒業県派遣医師が

２名、歯科医１名の計５名で診療を行っています。土日年末年始の医師につ

いては、熊本大学病院から派遣をいただいているそうです。

当病院は、３出張診療所も管轄し、週１回、午後に派遣診療を行っている

そうです。西郷病院と同じく僻地医療拠点病院として、熊本県より指定を

受け、２４時間救急受け入れ、人口透析１１床、養老施設への診察等、一次、

二次の医療の病院として専門的な医療を提供しているそうです。

診療については、現在、患者を町内外から広く受け入れ、そよう病院患者

総数のうち県境から３０％受け入れており、五ヶ瀬町、椎葉村の一部の患者

も担っているとのことでした。

電子カルテについては、平成２５年から随時、導入し、令和元年度から本

格稼働とのことであります。

また、職員の資質向上のため、院内学会も取り入れているそうです。

包括支援については、そよう病院内に訪問看護ステーションを置き、看護

師等のほか医療を加え、総合的、一般的に提供する地域包括医療ケアシステ

ムの拠点となっているとともに、地域連携として町内の医療機関や保健福祉

関連の担当と切れ目ない連携を図っているそうです。

考 察

規模的にはそよう病院のほうが大きいわけですが、僻地医療拠点病院の

核として出張診療、派遣診療を行うなど美郷町と同じような医療体系であり

ました。

南郷診療所の来年の継続を予定している社会医療法人と連携した非常医師

の派遣、大学病院と県医師会が連携した地域医療ネットワークによる非常勤

医師の派遣などがそういう同じような医療体系というところでございます。

熊本県は大学病院を核として、今年度より地域医療拠点病院に非常勤医師

の派遣を行うということでありました。

また、医師の働き方改革への取り組み、信頼と安心の医療提供はもとより

在宅医療（看取りの部分）なども取り組んでいるということですが、このあ

たりもまだ課題も多いということでありました。院長も当直に当たられてい

るということで、非常に感銘を受けて帰ってきたことであります。

以上、報告といたします。
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【議長 那須 富重】

次に、入郷地区衛生組合議会の報告を川村 嘉彦議員より報告をお願いします。

【総務厚生常任副委員長 川村 嘉彦】

議長。

【議長 那須 富重】

総務厚生労常任副委員長。

【総務厚生常任副委員長 川村 嘉彦】

入郷地区衛生組合議会定例会の報告を行います。

１．会 期 令和２年２月２８日 一日間

２．場 所 入郷地区衛生組合

３．出 席 者 川村 嘉彦議員、黒田 仁志議員（欠席）

４．議 案 審 議

議案第１号 令和元年度入郷地区衛生組合一般会計補正予算（第２号）

予算の組み替え等

職員の手当て、不足額の構成、共済費、不用額の更正です。

原案どおり可決されました。

議案第２号 令和２年度入郷地区衛生組合一般会計予算

歳入予算額 １億１８８万８，０００円

歳出額 １億１８８万円

原案どおり可決されました。

資料と予算の主なものについては、別紙のとおりであります。

以上です。

【議長 那須 富重】

次に、日向東臼杵広域連合議会の報告を黒田 仁志議員よりお願いいたします。

【総務厚生常任委員長 黒田 仁志】

議長。

【議長 那須 富重】

総務厚生常任委員長 黒田 仁志議員。

【総務厚生常任委員長 黒田 仁志】

日向東臼杵広域連合議会が開催されましたので、報告をいたします。

１．会 期 令和２年２月２８日（一日間）

２．場 所 日向市議会議事堂

３．出 席 者 那須 富重議長、黒田 仁志議員（欠席）

４．議 案 審 議

議案第１号 監査委員の選任について

美郷町那須議長を原案同意いただいております。

原案可決

議案第２号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行
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に伴う関係条例の整理に関する条例

原案可決

議案第３号 令和元年度日向東臼杵広域連合補正予算（第１号）

概要といたしまして、職員人件費が不足することに伴う組み替え補正であ

ります。原案可決しております。

議案第４号 令和２年度日向東臼杵広域連合予算

歳入予算額 ６億９００万円

歳出予算額 ６億９００万円

原案可決しております。

なお、令和２年度の広域連合予算概要、また、構成市町村分担金の内訳について

は添付してございますので、御参照ください。

以上で、報告を終わります。

【議長 那須 富重】

以上で、諸般の報告を終わります。

【議長 那須 富重】

日程第４ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。

【議長 那須 富重】

町長より、提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

皆さん、おはようございます。

本日から１８日まで１４日間ということで、第１回の定例議会ということであり

ます。長丁場になりますが、皆様方の熱心な討議をいただいて、全てを通していた

だければなあという思いであります。

先ほど、森田議員におかれましては、在職１２年という長きにわって宮崎県町村

議会議長会の表彰を受けられました。本当に簡単に１２年といいますけど、その間

に町民の福祉に応えるべく活動をしてまいったことだと思っております。今後も、

お体に御自愛をいただきまして、なお一層の御活躍をいただければなあというふう

に思うところでございます。

きょうが二十四節気でいう啓蟄の日だそうであります。冬眠していた虫たちが出

てくるという日でありますが、その虫たちは出てきてもいいんですが、今、非常に

問題になっているのはこのコロナウイルスであります。これが３日に大分市で、昨

日が宮崎市でということで、本当に危機管理を持って対処していかなければならな

いと思っておりますので、きょうも朝方７時半から全員を集めまして、課長等、対

策本部を開いたところであります。町民に対して情報をしっかり提供して、やって

まいりたいというふうに思っております。
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もう一つ、全員協議会の中で言いましたけど、美郷町産米が日本穀物検定協会の

特Ａを受けたということで、本当にこのことは美郷町町産米が今後、それを利用し

てアピールして、どんどん所得向上につながっていくような方策を構築したいなあ

というふうに思っております。

これは本当に農家さんにとって非常にうれしいことだと思っておるところであり

ます。

それでは、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についての提案理由を申し上

げます。

御承知のとおり、人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵害されることのないよ

うに監視し、もし、これが侵犯された場合には、その救済のため、すみやかに適切

な処置をとるとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることをもって、その

使命とすることとされております。

現在本町では、４名が人権擁護委員として法務大臣より委嘱されておりますが、

このうち１名が令和２年６月末をもちまして任期満了となります。

今回、現委員の北郷在住 藤本政嗣氏の６月末の退任に伴い、その後任として西

郷在住 黒木良昭氏を推薦したく提案するものであります。

黒木氏は、昭和５８年４月から宮崎県教職員として勤務されて以来、県内の中学

校において教職者として公正忠実に職務を遂行され、本年３月に教職員を定年退職

されます。

黒木氏は、人格識見高く強い責任感をお持ちであり、最適任者として考えますの

で、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものであります。

なお、委員の任期は３年となっております。

以上で説明を終わります。

【議長 那須 富重】

提案理由の説明が終わりました。

これから、質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「質疑なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 那須 富重】

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「討論なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 那須 富重】
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この件については、議員全員協議会にて確認をしております。

【議長 那須 富重】

お諮りします。

諮問第１号については、お手元に配付した御意見のとおり答申したいと思います。

これに御異議ございませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

異議なしと認めます。

したがいまして、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてはお手元に配

付した意見のとおり答申することに決定しました。

【議長 那須 富重】

日程第５ 議案第３号 公の施設の指定管理者の指定についてを議題とします。

本件について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは、議案第３号 公の施設の指定管理者の指定についての提出理由を申し

上げます。

平成２９年度より、おせりの滝とその周辺の自然環境、滝にまつわる民話を資源

として、地域の産業経済活動と連携しながら継承することを目的とし、おせりの滝

の周辺施設について指定管理者による管理運営を行っております。

その指定管理期間が、本年３月３１日に満了を迎えることから、美郷町西郷森林

総合利用施設並びにおせりの滝民話伝承館の管理及び運営について、引き続き、地

元坂本区の住民を中心に組織する「おせりの滝と民話の森づくり運営協議会」を指

定管理者として指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議

会の議決を求めるものであります。

なお、指定期間は、令和２年４月１日から令和５年３月３１日までの３カ年間で

あります。

以上で説明を終わります。

【議長 那須 富重】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件については、第１４日目の３月１８日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 那須 富重】

日程第６ 議案第４号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
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についてを議題とします。

本件について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

続きまして、議案第４号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例についての提案理由を申し上げます。

本条例第３条第３項において、職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合い

に基づき、職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる標準的な職務の内

容は、別表第４で定められています。

この標準的な職務の内容について、現行条例においては行政職のみが定められて

おり、医師及び獣医師については明記がなされておりませんでした。今回、医師及

び獣医師についても、級別標準職務表を定める必要が生じたことから改正を行うも

のであります。

以上で説明を終わります。

【議長 那須 富重】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件については、第１４日目の３月１８日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 那須 富重】

日程第７ 議案第５号 美郷町公の施設条例の一部を改正する条例を議題としま

す。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議案第５号 美郷町公の施設条例の一部を改正する条例についての提案理由を申

し上げます。

まず別表第１についてですが、令和２年度より町内全保育所で完全給食提供が始

まることに伴い「神門へき地保育所」を「みかど保育所」へ変更することで、名称

の統一を行うものです。

次に別表第３についてです。

石峠宿泊滞在施設は、現在、１部屋当たりの収容人数が４名となっておりますが、

部屋の広さから判断すると１０名まで利用可能です。
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そこで、最大収容人数を１０名までに拡大し、団体でも利用しやすい施設とする

ことにより、利用促進に努めます。

利用料金については、移住体験や職業体験のときの１室・１泊１，０００円は変

更しませんが、観光など移住体験や職業体験以外での利用について、１０名で利用

した場合を考慮した見直しを行いたいと考えております。

以上で説明を終わります。

【議長 那須 富重】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件については、第１４日目の３月１８日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 那須 富重】

日程第８ 議案第６号 美郷町監査の執行に関する条例の一部を改正する条例に

ついてを議題とします。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議案第６号 美郷町監査の執行に関する条例の一部を改正する条例についての提

案理由を申し上げます。

地方自治法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第５４号）により、条例第

５条の地方自治法より引用している条にずれが生じたため、改正するものです。

また、第９条「監査または検査の結果」についてですが、報告及び公表の規定を

「速やかに」報告・公表する旨の改正となっております。それぞれの監査につきま

しては、監査委員に報告書の作成などを担っていただいておりますが、証拠書類の

確認をもとに監査意見を考察する期間を十分に確保するための改正です。

施行日は令和２年４月１日となります。

以上で説明を終わります。

【議長 那須 富重】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件につきましては、第５日目の３月９日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 那須 富重】

日程第９ 議案第７号 美郷町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例

の一部を改正する条例を議題とします。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。
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【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

続きまして、議案第７号 美郷町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条

例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。

国において成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８年法律第２９号）

及び成年後見制度利用促進基本計画（平成２９年３月２４日閣議決定）に基づく「成

年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関

する法律」が令和元年６月７日に成立、同月１４日に公布されました。

これに伴い、成年被後見人等を一律に排除する欠格条項を設けていた本条例にお

いて、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、必要な能力の有無を判断す

る等の適正化を図るための改正を行うものであります。

以上で説明を終わります。

【議長 那須 富重】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件については、第５日目の３月９日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 那須 富重】

日程第１０ 議案第８号 美郷町入湯税管理基金条例を議題とします。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは、議案第８号 美郷町入湯税管理基金条例についての提案理由を申し上

げます。

地方税法及び美郷町税条例により、鉱泉浴場の入湯客から徴収することとされて

います入湯税につきましては、地方税法第７０１条に「鉱泉浴場所在の市町村は、

環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の

整備並びに観光の振興、観光施設の整備に要する費用に充てるため、鉱泉浴場にお

ける入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする」とされています。

今回、本条例を制定し鉱泉浴場をはじめとする本町内の観光施設の整備、改修に

必要な経費の財源に充てるため、基金を設置し入湯税の有効な活用を図るものであ

ります。

以上で説明を終わります。

【議長 那須 富重】

町長の提案理由の説明が終わりました。
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この件につきましては、第１４日目の３月１８日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 那須 富重】

日程第１１ 議案第９号 美郷町立保育所設置条例の一部を改正する条例を議題

とします。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは、議案第９号 美郷町立保育所設置条例の一部を改正する条例について

の提案理由を申し述べます。

令和２年度より町内全保育所で完全給食提供が始まることに伴い「神門へき地保

育所」を「みかど保育所」へ変更することで、名称の統一を行うものであります。

以上であります。

【議長 那須 富重】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件につきましては、第１４日目の３月１８日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 那須 富重】

日程第１２ 議案第１０号 美郷町介護保険条例の一部を改正する条例を議題と

します。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

続きまして、議案第１０号 美郷町介護保険条例の一部を改正する条例について

の提案理由を申し上げます。

御承知のとおり、平成３０年度から令和２年度までの３年間を１期とした第７期

介護保険事業計画に基づき、介護保険料の段階区分を設定しているところですが、

昨年１０月の消費税率引き上げによる、低所得者層の負担軽減を目的とした軽減措

置を、昨年に引き続き行うため、介護保険法施行令第３８条第１０項の規定に基づ

き、本条例の改正を行うものであります。

以上で説明を終わります。
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【議長 那須 富重】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件については、第５日目の３月９日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 那須 富重】

日程第１３ 議案第１１号 美郷町使用料徴収条例の一部を改正する条例を議題

とします。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

続きまして、議案第１１号 美郷町使用料徴収条例の一部を改正する条例につい

ての提案理由を申し上げます。

まずは黒木宿泊滞在施設についてですが、本年度、２３組（３２名）の方が利用

し、平均宿泊日数は５．４日という状況であります。

本施設が利用できるのは、本町で移住体験や職業体験を行う場合のみに限られて

いることから、夏休みシーズンや町内イベントが開催されるときなど、町内の宿泊

施設が全て予約されている場合でも利用できない状況にあります。

そこで、移住や職業体験以外でも利用することができるようにすることにより、

本町の魅力を発信し、交流人口の拡大を図りたいと考えております。

利用料金については、移住体験や職業体験に４名以上で来町された方がいない実

績を踏まえ、１室・１泊１，０００円とし、移住や体験以外での利用については、

施設の維持管理に係る経費を踏まえ、１人１泊３，０００円にしたいと考えており

ます。

次に作業路整備用重機使用料についてです。

作業路については、現在、受益者等の申請により、町及び受託先所有の重機を使

用して作業路の維持管理を行っております。

近年の作業路整備申請については、木材需要の増加等に合わせて増加傾向にあり、

これに比例して重機使用に対する重機管理費が増加しております。

このため、１日当たりの維持管理費を計算しますと概算で約３万５，０００円程

度かかることから、この１割である３，５００円を充てることを目的に申請者から

使用料を徴収することとした美郷町使用料徴収条例の一部改正を提案したところで

あります。

以上で説明を終わります。

【議長 那須 富重】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件につきましては、第１４日目の３月１８日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 那須 富重】
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それから、訂正をいたします。

先ほどの日程第１２ 議案第１０号 美郷町介護保険条例の一部を改正する条例

でございますが、この件につきましては、「第１４日目の３月１８日に質疑・討論・

採決を行います」と訂正をいたします。

【議長 那須 富重】

日程第１４ 議案第１２号 美郷町営住宅条例の一部を改正する条例を議題とし

ます。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは、議案第１２号 美郷町営住宅条例の一部を改正する条例についての提

案理由を申し上げます。

平成２９年 民法の一部を改正する法律（平成２９年法律第４４号）により、保

証人への極度額（債務の負担の限度額）の設定が義務化され、令和２年４月１日か

ら施行されます。この規定は、町営住宅の入居の際に必要とされる連帯保証人にも

適用されることから、今回、美郷町営住宅条例第１１条第５項を新たに追加し、連

帯保証人の債務の限度額１２カ月分を規定いたしました。

また、同民法改正により、「賃貸人は敷金を未履行の債務の弁済に充てることがで

きる」とする規定が新設されたことから、敷金に関して第１９条第３項を新たに追

加いたしました。

この規定は入居中でも家賃が滞った場合、町長は敷金をその滞った家賃に充てる

ことができるとしたもので、一方、入居者側からは敷金を滞った家賃に充てること

を請求することはできないと規定しております。

また、同条４項につきましては、同条第３項を追加したことによる文言の修正で

あります。

次に、別表第１の改正内容ですが、昭和５０年に建設されました南郷地区の米上

Ａ団地１棟３戸を老朽化により取り壊したため、条例より削除するものです。取り

壊し後は、住宅用地として売却を考えております。

以上で説明を終わります。

【議長 那須 富重】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件については、第１４日目の３月１８日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 那須 富重】

日程第１５ 議案第１３号 美郷町ふるさと応援基金条例を議題とします。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。
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【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議案第１３号 美郷町ふるさと応援基金条例についての提案理由を申し上げます。

ふるさと納税制度につきましては、御承知のとおりふるさとや地方団体のさまざ

まな取り組みについて、応援する気持ちを形にする仕組みとして、平成２０年度税

制改正によって創設されました。

その後、各地方団体が行っている返礼品の送付について、競争が過熱しているほ

か、一部の地方団体において制度の趣旨に反するような返礼品が送付されているな

どの指摘がなされました。

このことから、本制度を健全に発展させていくため、寄附金の使途について、あ

らかじめ十分な周知を行って募集するとともに、寄附金を充当する事業の成果等に

ついて公表を行うなど、寄附者にふるさと納税の目的等が明確に伝わるように求め

られております。

本町では、寄附金の使途について６つの事業から寄附者に指定していただいてお

りますが、美郷町ふるさと応援基金を設置することにより、寄附金の使途が明確に

なり、これまで以上に寄附金を適正に管理・運用できるものと考えております。

以上であります。

【議長 那須 富重】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件については、第１４日目の３月１８日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 那須 富重】

日程第１６ 議案第１４号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例を議題とします。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

続きまして、議案第１４号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。

今回の改正は、４月からの町の医療提供体制の構築に伴い、地域包括医療局総院

長を非常勤特別職として雇用し、地域包括医療局総院長という立場で、今後とも医

師確保と町の医療提供体制の充実、診療についても継続して、御支援いただくこと

としております。
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総院長においては、この３月３１日をもって、定年退職となります。４月からは、

町の医療が、安定した体制で継続的に提供できるよう、引き続き総院長として、お

願いするものです。週に一、二回の出勤を想定しております。

以上であります。

【議長 那須 富重】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件については、第１４日目の３月１８日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 那須 富重】

日程第１７ 議案第１５号 美郷町国民健康保険診療所設置条例の一部を改正す

る条例を議題とします。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

続きまして、議案第１５号 美郷町国民健康保険診療所設置条例の一部を改正す

る条例についての提案理由を申し上げます。

今回の改正は、４月からの町の医療提供体制の構築に伴い、南郷診療所の病床の

変更を行うものです。

南郷診療所については、４月１日以降、入院は無床化として、外来診療のみに変

更いたします。これに伴って、条例の病床の数をかえる必要があります。

しかしながら、一方で美郷町全体で、今の病床数で本当に足りるのかというもの

もあります。

今回の改正では、南郷診療所の病床数１９床のうち半分の１０床を返還して９床

とします。この９床については、休み扱い、休床扱いとして、美郷町の入院ベッド

の数が西郷病院の２９床のままで足りるのか、もし、足りないのであれば、西郷病

院へ増床ということになる場合もあると考えます。その判断については、一定期間

様子を見た上で、最終的な結論を出したいと思っております。

したがいまして、今回は条例での病床数１９床を９床とする変更であります。

以上であります。

【議長 那須 富重】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件については、第１４日目の３月１８日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 那須 富重】

ここで、１０分間の休憩とします。

再開を１１時とします。
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（休憩：午前１０時４８分）

（再開：午前１１時００分）

【議長 那須 富重】

それでは、休憩前に引き、会議を開きます。

【議長 那須 富重】

日程第１８ 議案第１７号 平成３１年度美郷町一般会計補正予算（第７号）を

議題とします。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは、議案第１７号 平成３１年度美郷町一般会計補正予算（第７号）につ

いての提案理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１億１，６５９万円

を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ８０億円５，８１９万１，０

００円とするものです。

主な補正の内容につきまして、歳入から説明いたします。

町税に６，６１９万１，０００円の追加。町民税の個人分７７６万８，０００円

の増額、固定資産税５，９２７万６，０００円の増額が主な理由です。

地方譲与税に６１３万４，０００円の追加。内容は、森林環境譲与税の増額です。

地方消費税交付金に６００万円の追加。自動車取得税交付金に６６０万円の追加。

自動車税環境性能割交付金は１，０５２万円の減額。

国庫支出金に１，６７９万３，０００円の追加。災害復旧費国庫負担金に１，３

１６万２，０００円、民生費国庫補助金に４３２万８，０００円をそれぞれ増額し

たことが主な理由です。

県支出金は２１３万４，０００円の減額。災害復旧費県補助金４２８万２，００

０円などの増額もありましたが、後期高齢者医療保険基盤安定負担金など、民生費

県負担金の１４９万２，０００円の減額をはじめ、総務費県補助金の宮崎ひなた暮

らしＵＩＪターン支援事業補助金２２５万円の減額、重度心身障がい者医療費助成

事業補助金、乳幼児医療費助成事業補助金などの民生費県補助金１５９万８，００

０円の減額などにより、全体として２１３万４，０００円の減額となりました。

繰入金は１億３，８６０万円の減額。歳出全般の減額に伴う財政調整基金繰入金

の減額が主な理由です。

町債は、６，９９０万円の減額。西郷小中一貫校整備事業及びＣＡＴＶ施設整備

事業に係る合併特例事業債７，０９０万円の減額が主なものです。

続いて、歳出につきましては、全体的に人件費をはじめとする経常的経費と各事
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業における事業費の見込み額確定による不用額の減額が主であります。

それでは、款ごとに主な増減理由について説明いたします。

議会費は２０２万８，０００円の減額。議員費用弁償の減額が主なものです。

総務費は７，４８７万５，０００円の減額。主なものは、一般管理費の一般・特

別職員人件費５４０万円の減額、財産管理費の公共施設維持管理作業班賃金２６０

万円の減額、企画費は地域おこし協力隊報酬から４０１万８，０００円、宮崎ひな

た暮らしＵＩＪターン支援事業補助金から３００万円をそれぞれ減額、ＣＡＴＶセ

ンター運営費は北郷ＦＴＴＨ化整備工事請負費４，５１０万円の減額などです。

民生費は１，４０７万７，０００円の減額。主なものは、社会福祉総務費の一般

職員人件費７１０万円の減額、老人福祉費の介護予防・生活支援事業委託料４５９

万２，０００円の減額、障害福祉費は負担金確定に伴う国・県への過年度分返還金

の追加など、障害福祉費全体で３８８万６，０００円の追加、児童福祉総務費の児

童生徒医療費助成４１１万５，０００円の減額などです。

衛生費は１，７９５万４，０００円の減額、主なものは、保健衛生総務費の一般

職員人件費９８０万円の減額、環境衛生費の浄化槽設置整備事業補助金１９５万８，

０００円の減額などであります。

農林水産業費は１，６２４万９，０００円の減額。主なものは、農業振興費の燃

油価格高騰緊急対策事業補助金１３６万３，０００円の減額、農地費の県単土地改

良事業測量設計委託料１０１万６，０００円の減額、林業振興費の特用林産物振興

対策事業補助金のうち椎茸原木供給事業分から１３０万円、森林路網ストック活用

緊急整備事業工事請負費から２２３万６，０００円をそれぞれ減額、水産業振興費

の内水面漁業組合支援事業から繁殖保護費補助金１２８万６，０００円の減額など

です。

商工費は４８３万８，０００円の減額。主なものは、商工振興費の商工業振興サ

ポート補助金３００万円の減額、鉱害処理費の廃水処理業務委託料１９５万円の減

額などです。

土木費は８３９万円の減額。主なものは、道路維持費の橋梁調査委託料２６５万

７，０００円の減額、道路新設改良費の町道用地登記業務委託料１６６万２，００

０円の減額、公営住宅建設費の社会資本整備総合交付金事業工事請負費１００万円

の減額、一般住宅対策費の木造住宅耐震化支援事業補助金１００万円の減額などで

す。

消防費は１６９万１，０００円の減額。主なものは、防災無線施設費の防災無線

再免許申請手数料９４万円の減額などです。

教育費は２，９８６万１，０００円の減額。主なものは、小中一貫教育推進事業

費の西郷小中一貫校整備工事監理委託料から５４３万７，０００円、同じく工事請

負費から１，６００万円をそれぞれ減額、幼稚園費の幼稚園臨時教員人件費２５０

万円の減額、社会教育総務費の放課後子ども教室推進事業賃金１４５万円の減額な

どです。

災害復旧費は９０１万５，０００円の減額、主なものは、農地・農業用施設災害

復旧費の農地・農業施設災害復旧測量設計委託料から２１０万１，０００円、同じ

く工事費から１００万円をそれぞれ減額、林業施設災害復旧費の測量・設計委託料

３００万円の追加、道路橋梁災害復旧費の災害査定測量設計委託料３０５万３，０

００円の減額などです。

公債費は元金、利子合わせて２，８００万円の減額。

諸支出金は９，０３８万８，０００円の追加。国民健康保険診療所事業特別会計、
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国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計及び簡易水道事業特別会計へ

の繰出金合わせて１，５７４万６，０００円の減額。基金積立金に１億６１３万４，

０００円の追加、内容は、森林環境譲与税基金積立金に６１３万４，０００円、ふ

るさと応援基金積立金に１億円をそれぞれ追加しました。

また、繰越明許費は第２表、地方債の補正については第３表のとおりです。

これにより、平成３１年度の一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ８０億５，

８１９万１，０００円となりました。

以上で説明を終わります。

【議長 那須 富重】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件につきましては、第５日目の３月９日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 那須 富重】

日程第１９ 議案第１８号 平成３１年度美郷町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第３号）

日程第２０ 議案第１９号 平成３１年度美郷町介護保険事業特別会計

補正予算（第４号）

日程第２１ 議案第２０号 平成３１年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計

補正予算（第３号）

日程第２２ 議案第２１号 平成３１年度美郷町簡易水道事業特別会計

補正予算（第４号）

日程第２３ 議案第２２号 平成３１年度美郷町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第３号）

日程第２４ 議案第２３号 平成３１年度美郷町国民健康保険診療所事業

特別会計補正予算（第４号）

日程第２５ 議案第２４号 平成３１年度美郷町国民健康保険病院事業会計

補正予算（第４号）

【議長 那須 富重】

お諮りします。

関連がございますので、議案第１８号から議案第２４号までの７件を一括議題に

したいと思いますが、これに御異議ございませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

異議なしと認めます。

したがいまして、７件を一括議題とすることに決定しました。

７件につきまして、順次、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】
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町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは、議案第１８号 平成３１年度美郷町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第３号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ８５８万６，０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１１億９３０万４，０００円とするものであります。

歳入予算につきましては、国民健康保険税滞納繰越分としまして、一般被保険者

分、退職被保険者分合計で７０５万円の増額、県支出金として特別調整交付金直営

診療施設分として９５８万６，０００円の減額、繰入金としまして基盤安定負担金

交付額確定による一般会計繰入金を２１４万５，０００円の増額、基金からの繰入

金を９１５万２，０００円の減額を計上しております。

歳出予算につきましては、療養諸費としまして一般被保険者療養費を５０万円の

増額、諸支出金としまして国民健康保険税過誤納還付金を５０万円の増額、繰出金

としまして特別調整交付金直営診療施設繰出金として９５８万６，０００円の減額

をいたしております。

以上で説明を終わります。

議案第１９号 平成３１年度美郷町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）に

ついての提案理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ９４２万６，０００

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億６，８０７万７，００

０円とするものです。

今回の補正の主な理由は、平成３１年度における各サービスの支出状況を踏まえ

て年度末までの歳入歳出見込みにより過不足を調整するものです。

補正の主な内容は、歳出につきましては、保険給付費及び地域支援事業費として

年度末までの各サービス費の過不足を調整した結果、当初のサービス見込み量より

大幅に減少したため、総額で９４２万６，０００円減額いたしました。

歳入につきましては、平成３１年度調定見込みにより介護保険料４２万６，００

０円の減額をしたほか、財政安定化基金貸付金について、年度末までの歳入歳出見

込みを踏まえ、予備費等の調整により財政安定化基金からの貸し付けを受けないこ

とから９００万円を減額しました。

以上の結果、不足する財源は、予備費を充当いたしました。

以上であります。

続きまして、議案第２０号 平成３１年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計補

正予算（第３号）についての提案理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出の総額から、歳入歳出それぞれ４３２万７，０００円を

減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ２億３，３４５万８，０００円とするもの

です。

補正の主な理由は、年度末を迎えて宮崎県後期高齢者医療広域連合への各種負担

金が決定したため、歳出において広域連合納付金を３６１万１，０００円減額する

ほか、厚労省との協議による低栄養重症化予防委託事業の内容変更及び健康診査委

託業務実績に伴う委託料等の不用分として７１万６，０００円減額するものです。

歳入におきましては、後期高齢者医療保険料を１３１万３，０００円増額するほ

か、歳出と同様の理由により一般会計繰入金を５２４万４，０００円、受託事業収

入を３９万６，０００円それぞれ減額をいたしました。
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以上であります。

続きまして、議案第２１号 平成３１年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予算

（第４号）についての提案理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出予算総額から、歳入歳出それぞれ１，４２９万７，００

０円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億６，９０６万３，００

０円とするものであります。

歳出の主なものとしましては、水道水質検査料から３９９万円、簡易水道施設整

備工事費２５２万１，０００円、水道施設台帳整備業務委託料４５１万円を減額し

ております。

歳入につきましては、現年度水道使用料から５６０万円、一般会計繰入金９１９

万７，０００円を減額し、滞納繰越分使用料を５０万円追加しております。

以上であります。

続きまして、議案第２２号 平成３１年度美郷町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第３号）についての提案理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出の総額から、歳入歳出それぞれ３４５万円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３９３万３，０００円とするものであり

ます。

歳出の主なものとしましては、農業集落排水施設維持管理委託料から２４万円、

農業集落排水施設最適整備構想策定業務委託料から５７万円、予備費から２５６万

３，０００円を減額しております。

歳入につきましては、現年度使用料から３６８万円を減額し、滞納繰越分使用料

に２３万円を追加いたしました。

以上であります。

続きまして、議案第２３号 平成３１年度国民健康保険診療所事業特別会計補正

予算（第４号）についての提案理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ８０６万３，０００

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億４，１９５万１，０００

円とするものであります。

歳出補正の主なものは、本年度の実績見込みに伴う、人件費（給料・職員手当等、

共済費）３４５万円の減額及び予備費４６１万３，０００円の減額を行うものです。

歳入予算の主なものは、平成３１年１月から令和元年１２月までの診療実績に伴

う、国保特別調整交付金事業繰入金４６２万９，０００円の減額、地域医療技術向

上推進事業交付金１万６，０００円の増額、一般会計繰入金３４５万円の減額等で

あります。

以上です。

最後になりますが、議案第２４号 平成３１年度美郷町国民健康保険病院事業会

計補正予算（第４号）についての提案理由を申し上げます。

今回の補正は、資本的収入につきまして４２９万３，０００円の減額補正でござ

います。

内容につきましては、臨床検査システムの導入に係る国保特別調整交付金の減額

が主なものです。

資本的収支の不足する差額につきましては、損益勘定留保資金で補填いたします。

以上で説明を終わります。

【議長 那須 富重】



28

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件については、第５日目の３月９日に質疑・討論・採決を行います

【議長 那須 富重】

ここで、予定では休憩ですが、継続してよろしいでしょうか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

日程第２６ 議案第２５号 令和２年度美郷町一般会計予算

日程第２７ 議案第２６号 令和２年度美郷町国民健康保険事業特別会計予算

日程第２８ 議案第２７号 令和２年度美郷町介護保険事業特別会計予算

日程第２９ 議案第２８号 令和２年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計予算

日程第３０ 議案第２９号 令和２年度美郷町簡易水道事業特別会計予算

日程第３１ 議案第３０号 令和２年度美郷町農業集落排水事業特別会計予算

日程第３２ 議案第３１号 令和２年度美郷町国民健康保険診療所事業

特別会計予算

日程第３３ 議案第３２号 令和２年度美郷町国民健康保険病院事業会計予算

【議長 那須 富重】

お諮りします。

議案第２５号から議案第３２号までの８件を一括議題にしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

異議なしと認めます。

したがいまして、８件を一括議題とすることに決定しました。

８件につきまして、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは、少々長くなりますが、御了承をお願いいたします。

令和２年度美郷町施政方針。

本日、令和２年第１回美郷町議会定例会の開会に当たり、町政運営に臨む私の所

信と主要施策の概要を申し上げ、町民の皆様並びに議員各位の御理解と御協力を賜

りたいと存じます。

元号が令和に変わり、新しい時代がスタートしました。「令和」は万葉集からの引

用で、「人々が美しい心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」という意味が込められ
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ているとあります。その新しい時代において、私が町民の負託を受け、町長に就任

してから３年目を迎え、新たな決意のもとに、本格的な人口減少と高齢化時代に直

面する本町の将来を見据え、２年間の実績と反省を踏まえて真価を問われる意義深

い年であるものと考えております。

私の政治信条であります「町民とつくる対話と協働の町政」「信義誠実で透明性の

ある町政」「スピード感のある町政」を基本理念に、①町民目線のまちづくり②持続

可能なものづくり③思いやりのあるまちづくり④人材づくり⑤住みたいまちづくり

の５点を目指す政策として、私に託された役割と責任をしっかり果たしていく所存

でございます。

令和元年１２月５日に閣議決定された令和２年度予算編成の基本方針では、「経済

財政運営と改革の基本方針２０１９」（令和元年６月２１日閣議決定）に基づき、潜

在成長率の引き上げによる成長力の強化を目指し「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０（ソサエ

ティー５．０）時代」に向けた人材・技術などへの投資や、生産性の飛躍的向上に

取り組むこととしています。

また、希望出生率１．８、介護離職ゼロ、人づくり革命及び働き方改革のための

対策を推進しつつ、就職氷河期世代の人々の社会への参画機会を拡大し、全世代型

社会保障の構築に向け、社会保障全般にわたる持続可能な改革を進めることとして

います。

令和２年度予算編成に向けては、財政健全化への着実な取り組みを進める一方、

賃上げの流れと消費拡大の好循環、外需の取り込み、設備投資の拡大を含めた需要

拡大に向けた取り組みなど、重要な政策課題への対応に必要な予算措置を講ずるこ

ととし、構造改革はもとより、金融政策に成長志向の財政政策をうまく組み合わせ

て、財政健全化への確実な取り組みを進める一方、幼児教育の無償化をはじめとす

る人づくり革命の推進や第４次産業革命等を通じた生産性革命の実現に向けての重

要な政策課題への対応に必要な予算措置を講ずるなど、めり張りの利いた予算編成

としています。

その中で、国の令和２年度一般会計総額は、高齢化社会による医療費の増や消費

税引き上げに伴う景気対策など社会保障費の増加等により、前年度比１．２％増の

１０２兆６，５８０億円と８年連続で過去最高を更新し、２年連続で１００兆円の

大台を突破しました。

歳入では、税収が消費税増税による増収分を反映し、１．６％増の６３兆５，１

３０億円を見込み過去最高の水準となっており、新規国債の発行額も昨年度同様３

０兆円台に抑え１０年連続して減額しています。

歳出では、社会保障費が５．１％増の３５兆８，６０８億円と過去最大となり、

歳出の３４．９％を占めています。

地方財政対策においては、地方が人づくり革命の実現や地方創生の推進、地域社

会の維持・再生、防災・減災対策等に取り組みつつ、安定的に財政運営を行うこと

ができるよう、地方税、地方交付税等の一般財源総額は１．２％増の６３兆４，３

１８億円を確保し過去最大となっています。

その中で、まち・ひと・しごと創生事業費（地方創生関連予算）については、引

き続き１兆円が確保されています。また、一方で地方交付税については、２．５％

増の１６兆５，８８２億円となりました。

本町におきましても、第２期総合戦略の策定に当たっては、第１期（平成２７～

３１年度）の検証等をまえ、優先順位も見きわめながら、「継続は力なり」という姿

勢を基本に、地方創生の目指すべき将来や、２０２０年度を初年度とする今後５カ
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年の目標や施策の方向性を策定するとともに、関係機関との連携をより一層強化し、

地方創生の動きをさらに加速させていきます。

その推進のためには、家族と暮らし続けたいまちづくり、地域みんなで支えるま

ちづくり、「会える」がたくさんのまちづくりの３つの基本目標をもとに、子育て支

援をさらに充実させる施策を強化し、人口減少対策に取り組んでまいります。

本町の令和２年度予算の編成に当たっては、このような国の地方財政対策の状況

を的確に捉え、令和２年度の普通交付税の合併算定替え終了を見据えた上で、予算

の選択と集中を行い、効果的かつ効率的に諸施策を推進すべく予算編成を行いまし

た。

依然として国及び地方を取り巻く課題は山積していますが、積み残した課題を一

つ一つ丁寧に取り組み解決を図ることが大事であります。町の発展のため、本気で

町民が一丸となって取り組む必要があります。政策展開に停滞は許されません。そ

うすることが、本町の将来にとりましても、次の時代を担う若者にとりましても最

善であると考えます。

これからは「やれることをやる」のではなく「やるべきことをやる」時期であり

ます。「対話と協働」を基本姿勢とし、町と議会と町民が心のきずなをしっかりと結

び、田舎の原風景を守りながら、お互いが支え合う地域づくりを目指していく所存

であります。

私たちの町は、この地域が持つ人材や伝統文化などの地域資源や産業を結集し、

美しい自然に恵まれた人情味あふれる町「美郷町」として町制施行し１５年目を迎

えています。少子高齢化、人口減少、産業の担い手・後継者不足などの山積する課

題に町民の皆様とともに話し合い「元気で活力ある町」を醸成するため、これまで

の美郷町の礎を築いてこられた先輩方、現在第一線で活躍している方、そして、未

来を担う子供たちがそれぞれの力を合わせることで美郷町はきっとよくなると確信

しています。

以下、主な施策につきまして、その概要を御説明申し上げます。

１．農林業の振興

本町の基幹産業である農林業の振興は最重要課題であり、重点的に取り組んでま

いります。特に地方創生の柱でもある農林業の担い手の確保と育成対策の充実を図

り、農林業の振興と地域活性化を推進します。

また、農林業生産組織・基盤の強化・育成、「美郷町地域ぐるみで取り組む６次産

業化基本構想」を推進するとともに、森林環境譲与税を最大限に活用した森林整備、

林業従事者の確保等への支援を図り、以下の対策にも積極的に取り組んでまいりま

す。

①日本型直接支払制度、農業人材力強化総合支援事業等、国、県の農業政策を有

効活用し、農家の経営安定や農地集積を図るとともに、受託組織の強化育成、法人

化への誘導を推進します。また、農業生産法人の設立につきましては、遊休農地の

活用や高齢者や規模拡大農家等の農作業支援を目的に、既に地域に存在する農業生

産法人との事業連携の協議を進めており、耕作放棄地の拡大防止を図り、農地を維

持し環境保全に努めます。

②美郷町総合計画に定めた作物を中心とした生産目標達成に向け、生産組織等の

強化育成を支援し、栽培面積の拡大・栽培技術の向上を図ります。

③耕畜連携を推進するとともに、畜産農家や関係機関と連携を図り、増頭対策並

びに防疫対策を推進します。また、飼料用米等の推進により遊休農地化を抑制しま

す。
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④森林経営計画に基づき、森林整備や素材生産の振興を図ります。また、当該計

画を実行するために素材生産事業体の強化、施業従事者となる後継者・担い手の確

保、人材育成推進のため、宮崎県林業技術センター等関係機関と連携を密にし、今

後もみやざき林業大学校を支援していきます。

⑤森林の多面的機能の発揮に配慮しつつ、標準伐期による施業を基本に、集約化

による除間伐や長伐期施業等により、資源循環利用を促進する適切な森林整備を推

進します。また、植栽未済地の発生を抑制するため、再造林の推進を強化していき

ます。さらに、県内でも発生している誤伐・盗伐に関しまして、県、警察、森林組

合、関係機関と連携し、耳川流域からの発生を防止します。

⑥椎茸、木炭等の特用林産物の品質とブランド力の向上による価値の向上安定を

図るとともに安定経営のため、原木供給体制の強化等、各種事業を支援します。さ

らに、新たな販路拡大により安定した収入確保と生産量の拡大に努めます。

⑦鳥獣被害対策につきましては、関係機関や団体と連携して捕獲による個体数削

減や防護施設の設置等による対策を強化し、被害軽減を図ります。また、捕獲した

鳥獣につきましては、ジビエ解体施設の稼働充実を推進し、ジビエ肉等として新た

な地域資源となるよう有効活用を図ります。

⑧６次産業化は、昨年度作成した「美郷町地域ぐるみで取り組む６次産業化基本

構想」の基本方針である、「飲食・観光に付随する物販等で外貨獲得を目指し、外貨

獲得に必要な産業は可能な限り本町で賄う」ことを確実に推進するため、人材の育

成や試験的な取り組みを行って実効性を高めてまいります。

２．商工業、観光の振興

商工業の振興につきましては、商工業活性化の中心的な役割や地域コミュニティ

機能を担う商工会への支援をはじめ、中小企業育成、意欲ある法人・個人等が行う

新規起業や経営拡大などの各種支援制度を継続的に支援します。今後も商工業の維

持活性化のため商工会との連携を密にしながら、地域の特徴を踏まえ各種事業を展

開してまいります。

観光振興につきましては、設立された一般社団法人美郷町観光協会に、民間であ

ることの特性を生かした活動を担わせ、民間ならではの発想やフットワークで「稼

ぐ観光」「経済の循環」の実現を目指してまいります。

また、一般社団法人美郷町観光協会と連携して、旅行業を活用したツアーの開発

や地域固有の資源を活用した体験型、交流型の要素を取り入れたツーリズムの商品

化を目指すとともに、スポーツ系や文化系の合宿を誘致し交流人口・関係人口の拡

大に取り組んでまいります。

その他、町内には多くの景勝地、重要文化財など歴史的な文化財や豊かな自然が

残されていることから、今後もこれらの適正な保全に努める一方、唯一無二の観光

資源として広く活用してまります。

さらに、ホームページやＳＮＳなど、多様な媒体を活用した情報発信に努め、観

光の振興につなげてまいります。

３．道路環境・交通体系の整備

地域の基礎的な社会資本である道路整備につきましては、適正な維持管理を行う

ことにより道路施設の長寿命化に努めます。また、生活の利便性向上や交通の安全

性を確保するために、国、県の補助事業及び過疎対策事業などを活用して再整備に

努めてまいります。

国道につきましては、国道３８８号日平バイパスが全線開通したことは町全体の

一体感、連帯感の醸成に拍車をかけるものであり、本路線に位置する市町村の経済、
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産業、文化、観光などの振興発展に寄与するものと期待しております。

また、国道４４６号の代替路も担うことになり、道路整備の立ちおくれている本

町において道路ネットワークの重要性を再認識したところでもあります。今後は、

北郷舟方工区の早期完了と南郷鬼神野新屋敷から椎葉村大河内中山に至る未改良区

間の新規事業化に向けて、また、松瀬工区の美郷町側への早期事業着手に向けて、

これまで同様、関係機関と連携しながら要望活動を行ってまいります。

県道につきましては、西都・南郷線、宇納間・日之影線、東郷・西都線など計画

的な整備が進められていますが、今後も継続して要望活動を行ってまいります。

また、地域公共交通対策につきましては、住民の通院などの移動手段を確保する

必要不可欠な施策の一つです。

そのような中、国道３８８号日平バイパスの全線開通、町内医療体制の変革、地

域間交通網の格差等を背景として、町内コミュニティバスの再編を行います。

今後も、運行実績や住民の意向などを十分検討しながら、美郷町地域公共交通計

画及び日向・東臼杵地域公共交通再編実施計画に基づき、町内の他の交通網なども

含めた利便性の高い持続可能な総合交通システムになるよう関係自治体や交通事業

者、宮崎県と連携しながら取り組んでまいります。

さらに、再編やダイヤ改正に当たっては、深刻化している買い物弱者の対策及び

高齢者の外出機会の創出という視点を持って取り組んでまいります。

４．水道施設・生活排水処理施設の整備

町の管理する簡易水道施設は、日々の生活に欠くことのできない基盤であり、安

全な飲料水を安定して供給するため、適切な施設の改修更新と維持管理に努めます。

また、地域管理や個人管理の給水施設につきましては、全ての地域で安全安心な

水の供給ができるように技術的助言や施設整備及び維持管理の費用負担軽減等の支

援に努めてまいります。

５．環境衛生の充実

今日の環境問題は、消費生活の多様化により全国的にごみの排出量が増加してお

り、深刻な問題であります。本町を含む５市町村で構成する日向東臼杵広域連合と

連携して、圏域での統一した環境行政に取り組むとともに、資源循環型社会に対応

した取り組みとして、分別収集の啓発を重点的に行い、ごみ減量化・資源化に積極

的に取り組みます。加えまして、不法投棄防止パトロール等の監視や、高齢者世帯

等のごみ出し支援に継続して取り組みます。

生活排水処理につきましては、快適な生活環境づくりや自然環境の保護のため、

町内６カ所の農業集落排水処理施設は美郷町農業集落排水施設最適整備構想に基づ

き、適切な改修及び維持管理を行うとともに、合併処理浄化槽の設置や維持管理に

つきましても、引き続き支援してまいります。

６．環境保全の推進

本町は、緑豊かな山林や、小丸川・耳川及び五十鈴川の三本の美しい河川が流れ

る、自然資源に恵まれた地域であります。この豊かな緑や清流を保護するため、各

水系汚濁防止協議会と連携した啓発活動を行います。

また、「節電・省エネの推進」「脱温暖化行動の推進」を実現するため、美郷町地

球温暖化対策推進協議会と連携を図り、町民・事業者・行政のそれぞれの立場から

お互いが協働して地球温暖化防止に向けた実践活動を積極的に推進してまいります。

７．住宅環境の整備

町営住宅につきましては、公営住宅等ストック総合改善事業などによる改修・改

善工事を計画的に進めるとともに適切な維持補修に努め、住宅の長寿命化と住居環
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境の向上を図ります。

また、政策空き家や耐用年数の経過した町単独住宅につきましては、取り壊しや

売却などを行い維持管理費の削減に努めてまいります。

一般住宅につきましては、町民の生活環境の向上、定住促進、経済活性化、木材

振興などを目的に、町産材または流域材を活用することを条件として、新築・増改

築を行う町民を支援してまいります。

８．移住・定住の推進

移住・定住につきましては、お試し滞在宿泊施設を活用した就業体験や田舎暮ら

し体験の事業を実施するなどの移住者への支援に努め移住促進を図ります。

住まいにつきましては、空き家の利活用のため空き家等情報バンク登録への推進

に向け官民一体となった取り組みを行います。

また、雇用に関しては無料職業紹介所の内容の充実を図り、町民が利用しやすい

情報提供に努めてまいります。

９．情報通信基盤の整備

地域情報化対策につきましては、ケーブルテレビの整備も町内全域にわたりネッ

トワークが構築されています。自主放送の充実を含め、その安定運営と維持管理に

取り組むこととします。

また、北郷地区におけるネットワーク光化事業も第２期工事の実施により、町内

全域で４Ｋ放送及び高速通信に対応できる環境が整備されることとなり、町内の放

送・通信環境格差是正が図られ、基盤強化がなされます。全ての町民が情報通信技

術（ＩＣＴ）の恩恵を享受できるよう、今後も地域情報化の推進に取り組んでまい

ります。

また、庁内情報化対策につきましては、住民情報や税情報等の自治体クラウドシ

ステムを利用していますので、住民サービスのための事務の効率化・迅速化と安定

運用に努めます。

さらに、マイナンバーを利用して国や地方公共団体との情報連携が可能となり、

公的サービスがよりスムーズになりました。

しかし、国や地方自治体が管理している個人情報が広く共有されることから、さ

らにセキュリティ対策を強化してまいります。

１０．保健・福祉の充実

①保険及び保健事業の充実

健康づくりは住民生活に直結する重要な課題であるだけでなく、地域活性化の要

でもあります。そのため従来まで特定健診を始めとする各種健診の受診率を高める

ことに努めてきました。本町の国民健康保険事業における一般医療費につきまして

は、一人当たり医療費が県内でも高額になっており、生活習慣病の占める割合が年々

増加傾向にあることが憂慮されますことから、特定健診の事後フォローとしての個

別指導を徹底して継続的に取り組み、医療費の高い疾患のリスクが高い方を中心に

栄養士・保健師により戸別訪問による重症化させない指導助言に取り組み、被保険

者の皆様の理解とご協力を得ながら、医療費の適正化と健全な財政運営に努めてま

いります。

また、妊産婦健診や乳幼児健診等の充実により、母子の健やかな成長を支援する

とともに、不妊に悩む方に対する助成制度を継続するなど母子保健対策の充実を図

ってまいります。

②社会福祉の充実

少子高齢化・超高齢化が進む中、誰もが住みなれた地域で安心して生活できるこ
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とが求められています。そのためには行政による福祉施策の充実はもとより、町社

会福祉協議会、民生委員児童委員協議会並びに民間福祉団体等と協働・連携しなが

ら福祉の町としての環境づくりをさらに進めてまいります。

③児童福祉の充実

町民が安心して子供を産み育てる環境整備のため、本町の施策として実施してい

ます出産奨励祝い金の支給、子ども医療費の助成、保育料の減免などの美郷町の子

育て支援を継続して推進してまいります。

また、ＤＶや児童虐待が大きな社会問題となっている現在、要保護児童対策地域

協議会を中心とした関係機関の連携強化と体制整備を積極的に確立し、虐待防止に

努めます。

また、子育て世代包括支援センターの設置・運営により関係機関との連絡調整を

強化し子育て支援を行う中で、虐待要因の早期発見と予防に努めることとしながら

家庭相談(支援)を積極的に推進し、幼児・児童の権利擁護と育成環境の整備に努め

てまいります。

④高齢者福祉の充実

令和元年１２月１日現在での本町における６５歳以上の高齢化率は５０．０％で

あり、依然として県下トップの状況が続いています。高齢者が安心して地域で暮ら

せるためには、気軽に相談できる体制が必要です。そのため引き続き、独居高齢者

等への戸別訪問事業を継続し、高齢者の困り事や福祉ニーズに速やかに対応します。

また、独居高齢者及び高齢者世帯の増加に伴い、食材の確保や調理が困難となる

方がふえてきています。在宅高齢者の生活を支援する上で、配食サービスの充実が

重要であると考えますので、需要に応じた供給体制の整備に努めます。

これまで「百歳でも元気に暮らせるまちづくり」を理念として、高齢者みずから

が健康寿命延伸に努め、生きがいを持って暮らせることを目指してきましたが、高

齢者の自主的運動教室の取り組みを進めた結果、介護予防・医療費抑制それぞれの

面において、徐々に効果があらわれてきていると考えるところです。

また、運動だけでなく高齢者の居場所づくりとしても非常に有効に機能すると期

待しており、さらなる推進に努めます。

高齢者の多くは住みなれた自宅での生活を望んでおり、その高齢者が支援や介護

が必要な状態になっても、可能な限り住みなれた地域で安心して生活を送ることが

できるよう、医療・介護・予防・生活支援・住まいのサービスを一体化して提供し、

高齢者を地域全体で支えていくための地域包括ケアシステムの構築を目指し、地域

の実情を踏まえた介護サービス基盤の整備・充実を推進します。

この地域包括ケアシステムを実現させるための重要な一手法としての地域ケア会

議は、高齢者個人に対する支援の充実とそれを支える社会基盤の整備を同時に推進

するものであり、会議の定期開催と充実を図るとともに、介護保険事業特別会計の

適正な運営を図ります。

さらに、今年度から高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に向け、保健師等

の医療専門職の役割や通いの場における具体的な取り組みを進めます。

後期高齢医療事業特別会計につきましては、健全な運営に努め、高齢者が安心し

て医療が受けられる体制を堅持していきますが、国において保険料の軽減特例廃止

の経過措置が講じられていくことから、対象となる高齢者への周知に万全を期して

まいります。

⑤障がい者福祉の充実

障がい者の日常生活や社会生活を支援するため、引き続き自立支援給付や地域生
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活支援事業を適切に実施するほか、関係機関や当事者団体等との連携を図りながら、

障がい者が住みなれた地域で社会と共生できるよう努めます。

また、昨年度から、さまざまな地域課題の解決に向けて、障がい児・障がい者支

援事業所「そうだんサポートセンターみさと」が開設されたことにより、手厚い個

別支援や支援体制づくりの強化に努めており、さらに、今年度は、地域全体で支援

する協力体制づくりのために、地域生活支援拠点整備として「日向市・東臼杵郡基

幹相談支援センター」の開設を進めてまいります。

⑥ひとり親家庭支援の充実

近年の母子・父子家庭等をめぐる情勢が変化する中で、ひとり親家庭等の自立促

進と児童の健全な成長を確保することが重要な課題となっています。そのため、子

供の養育や経済面・健康管理など多くの困難を抱えている世帯に対し、経済的に自

立するための就業相談や医療費の助成などを実施してまいります。

⑦消費生活の安定と向上

訪問販売や通信販売等における消費者トラブルなど、若者から高齢者まで幅広い

年齢層での消費生活トラブルが多発している中、地域や関係機関等との連携を深め

ながら悪質商法や詐欺を排除するとともに、相談窓口機能の強化や消費トラブルの

未然防止に向けた消費者教育と啓発活動の推進等を通して、町民の消費生活の安定

と向上を図ってまいります。

１１．医療の充実

国保病院及び診療所事業につきましては、地方公営企業法とそれに準じての独立

採算を目指しながら、同時に地域住民の保健、医療、福祉を担うという政策医療機

関の立場にもあります。今日まで一貫して、医療はもとより保健、福祉の面におい

ても中核的な役割を担う施設として、地域包括ケア及び在宅医療の推進に努めてき

たところです。

町の医療提供体制については、平成３０年度に美郷町医療提供体制あり方検討委

員会での検討を行い、令和元年度にその答申を受け、令和２年４月からのスタート

に向けての体制整備に取り組んでおります。このことは、町として安定的に地域医

療を提供できる体制を守る必要があったため、苦渋の決断をしました。医師不足・

医師の偏在等の課題や働き方改革への対応、専門医制度や若手医師のキャリアアッ

プ支援への対応、医療スタッフ確保等も含めたさまざまな課題を総括的に考えたと

きに、新しい体制づくりはやむを得ないものでした。

新年度においては、新たな町の医療提供体制を確かなものにするため、さらなる

医師確保を進めるとともに、宮崎大学医学部との連携を密にし研修学生の受け入れ

強化などに務めます。

また、町内の３つの医療施設を総括する地域包括医療局を軸として、福祉を含め

た医療と介護の連携体制の強化を図りつつ、町として安定した継続できる医療提供

体制の充実を進めてまいります。

１２．防災対策の充実

本町は、地理的・自然的条件により台風や梅雨時期等の集中豪雨などによる風水

害や土砂災害が発生しやすい状況にあります。このことから美郷町地域防災計画を

はじめとする本町が有するさまざまな分野の計画の指針となる美郷町国土強靱化地

域計画を策定しております。

この計画は、本町の地勢・環境・規模等に即したものとし、災害から町民の命と

財産を守り、迅速に復旧・復興が可能となるよう「強さ」と「しなやかさ」を持っ

た美郷町を目指すものです。国、県、町、町民及び事業者が連携し、万全な防災体
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制の確立を目指してまいります。

１３．消防・救急体制の充実

非常備消防自治体の本町では、消防団が唯一の消防機関であり、地域防災の要で

あります。町としましても、「地域密着性」「要員動員力」「即時対応力」の特性を生

かしながら、消防施設の充実や団員の確保、活動環境の整備、あわせて自主防災組

織の育成強化など、防災力の向上に取り組みます。

救急業務につきましては、搬送（運転手・補助者）に関する業務の一部を民間に

委託することに加え、救急救命士を同乗させた救急搬送体制にしております。救急

救命士に救急救命の専門業務が担保されたことにより、現場から病院へ搬送するま

でに、傷病者の状態や状況を病院側へ的確に伝えることが可能となり、病院側も受

け入れ態勢の充実が図られております。

本年度も引き続き、町内全域に救急救命士の手が届く体制を構築し、住民が安全

で安心できるサービスの充実を図ります。また、３台配備している高規格救急車で

広域的な救急救命業務を行いながら、施設の整備や従事者への教育・講習等を実施

し業務の充実に努めてまいります。

１４．治山・砂防・河川対策の充実

治山・砂防対策につきましては、自然災害から町民の生命・財産を守るため、国、

県の対策事業を積極的に導入し計画的な対策を講じてまいります。

河川対策につきましては、洪水災害の原因となる河川の堆積土砂の撤去について

県へ要望を行うとともに、土砂処分場の確保に努めてまいります。

１５．防犯対策の充実

防犯対策につきましては、町民の防犯意識の高揚を図るとともに、防犯灯の整備

のため、ＬＥＤ化の推進を図るなど犯罪の未然防止に努めてまいります。

１６．交通安全対策の充実

交通安全対策につきましては、警察や交通安全協会、交通指導員会等の関係機関

団体と連携を図りながら、町民一人一人に交通安全思想の普及を図るとともに、特

に、高齢者ドライバーの交通安全の意識向上と高齢者の交通事故防止を図るため「み

さと安全運転」の推進、交通安全教育を実施します。また、交通安全施設や通学路

の点検・改善も行ってまいります。

１７．教育の振興

本町の教育全般の振興を図るため、教育基本法の理念及び宮崎県教育基本方針を

踏まえ、人間尊重の精神を基本とし、一人一人が豊かな人間性を培い、変動する社

会に創意工夫と生きがいをもって対応できるよう、「たくましい体」「豊かな心」「す

ぐれた知性」を備え、郷土並びに国家の有為な形成者として、心身ともに調和のと

れた人間形成を目指して、教育の振興を図ります。

生涯学習の推進につきましては、真に町民が期待する各種学級、講座、教室等の

効果的な運営、図書館をはじめとする生涯学習施設の役割と利用の充実、スポーツ・

レクリエーションを気軽に親しめる環境づくりに努めます。

学校教育の充実につきましては、本町の教育資源を生かし「ふるさとを愛する心

と豊かな国際感覚を育み、確かな学力を身につけ、自分に自信と誇りが持てる、心

豊かな人材を育成する」ことを目標とした美郷ならではの教育の推進を目指し、就

学前教育の充実に努め、義務教育への指導の流れを一貫したものとし、小学校以降

の生活や学習がスムーズになるよう努めます。

特に、小・中学校の教育につきましては、児童生徒一人一人の個性や能力を最大

限に伸ばし、「知・徳・体」の調和のとれた健やかな児童生徒の育成を目指し、施設
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一体型幼小中一貫教育のさらなる推進と教育用タブレットなどＩＣＴ機器を段階的

に充実させ、より一層の学力向上と授業改善及び各個人に応じた特別支援教育の推

進、児童生徒一人一人を大切にする生徒指導の充実、町独自の研修会等による教職

員の指導力・資質向上に努めてまいります。

社会教育の推進につきましては、町民が生きがいを持って過ごせる学習社会を構

築し、青少年から高齢者まで一人一人が社会貢献できる教育の場を積極的に提供し

社会教育の推進を図ります。

特に、青少年交流事業や子供の体験活動推進事業を継続的にまた積極的に推進す

るなど、健全な青少年教育をはじめとして成人や女性、高齢者教育の充実を図ると

ともに、各種ボランティア活動に取り組む意識の高揚や活動の促進に努めます。ま

た、人権教育の充実や国際理解推進のための研修、情報教育の強化に努めます。

さらに、家庭教育の推進につきましては、「生きる力」「心の教育」の基礎を確立

するため、全ての教育の出発点であるとの認識を深めるとともに、家庭が本来、果

たすべき役割を見据え、家庭の教育力向上に努めてまいります。

１８．地域コミュニティ対策

地域住民の活動や交流の場となる施設の有効利用や整備充実を図ることで社会教

育団体等が活発な活動を行うことができ、地域活力の促進につながります。地域コ

ミュニティの活性化を図るため、その核となる自治公民館の活動に対する支援体制

の強化と、さらに、学校を核とした地域づくりを目指し、地域人材の幅広い参画得

て、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う地域学校協働活動を

推進します

１９．伝統文化の継承と活用

美郷町の各地には古くから地域に根差した民俗文化があり、地域住民の手によっ

て大切に伝承されています。これらの民俗文化は、地域文化の振興を図る上で貴重

な資源でありますので、伝統芸能等の保存、継承を図るために後継者や指導者の養

成を積極的に支援します。

また、伝統芸能等の発表の場としてのイベントを開催し、地域文化の発信と伝統

文化に触れる機会を充実させることに努めてまいります。

２０．国内外交流の推進

沖縄県豊見城市と行っている姉妹都市交流は、子ども会育成会等を介しての人事

交流と産業・経済・行政の多様な交流により友好のきずなは確実に、よりかたく結

ばれてております。今後は、行政間相互の人事交流を含め、あらゆる世代で積極的

に交流を図ってまいります。

韓国扶餘邑との国際交流事業につきましては、交流を開始して３０周年を迎えて

おります。今後も姉妹都市交流事業や、韓国から招聘する国際交流員を活用したハ

ングル講座や幼小中学生への国際理解教育、異文化紹介などの事業を継続していき

ます。

また、「百済王族にまつわる伝説等を生かした取り組みに関する協定」を関係市町

と締結したことに鑑み、関係団体と連携し地域間交流を生かした地域活性化を図り

ます。

小中学校の交流事業では、姉妹校である韓国林川中学校への派遣事業をはじめ、

国内外にある友好都市との親善交流を充実し、国際感覚を身につけた青少年の育成

に努めてまいります。

２１．住民参加の促進

①広報広聴の充実
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地方分権が推進されている今日、地域の特性に応じた施策を実現する環境が整備

されてきました。地域の特性を生かした住みよい地域社会の形成には、町民の声を

施策に反映させることが重要です。私の公約でもある「町民とつくる対話と協働の

町政」のもと、本年度も引き続き町政懇談会を開催し、町民の町政に対する意見や

提案を広く収集するよう努めてまいります。

また、まちづくりに関心を持ってもらうため、町政に関する広報を充実させ、あ

らゆる媒体を活用し町民がさまざまな情報を得られるよう努めてまいります。

②町民との協働の推進

地方分権に基づく住みよい地域社会の形成には、町民と行政との良好なパートナ

ーシップが必要です。

そこで、昨年度より実施しているまちづくり地域サポーター制度を継続すること

で、地域と行政が一体となって地域の課題に取り組む住民参画型の協働のまちづく

りを推進してまいります。

さらに、地方創生への協働での取り組みとして、令和２年度から５カ年の計画期

間がスタートする第２次美郷町総合戦略に着実に取り組むことで、「暮らしてみた

い」「帰ってきたい」「暮らしてよかった」「暮らし続けたい」と思えるようなまちづ

くりを目指してまいります。

また、町民に当事者意識を持って町の取り組みに参画していただくため、各地域

でのワークショップの開催を通して各地域ごとの課題を見い出し、課題解決に向け

た取り組みを推進してまいります。

③男女共同参画社会づくりの推進

あらゆる分野の計画の策定や事業の運営等まちづくりに積極的に町民の声を反映

させるため、各種審議会、委員会、協議会などを活用しながら、町民の参加機会の

拡大を図ります。各種委員の登用に当たっては、新たな人材の発掘と女性委員の登

用に努め、積極的に男女共同参画社会の形成に取り組んでまいります。

２２．行政運営の充実・強化

①効率的な行政基盤の確立

本町では、町制施行後に美郷町行政改革大綱を策定し、限られた資源を有効に活

用することで本町の基盤づくりに努めるとともに、厳しさを増す財政状況に対応し

てきました。

引き続き、早急に対応しなければならない山積する課題に対して、安定した行政

運営ができる体制の確立を図るため、令和２年１月に策定した第５次美郷町行政改

革大綱に基づき、住民と行政が一体となった行政改革に取り組みます。

中でも、育児・介護休暇の取得促進等、男女ともに職員が働きやすい職場環境の

整備に努めるとともに、事務処理における無駄の削減、事務事業の見直し、職員数

の適正管理による行政コストの縮減、将来の行政需要を精査し、資産の適正管理を

図るなど、身の丈にあった行政運営に努めます。

また、昨年４月に行政組織の再編を行いましたが、再編後の体制についても、今

後、検証を行いながら、引き続き簡素で効率的な組織運営により多様化する行政需

要への迅速・適格な対応に努めてまいります。

②職員資質の向上

時代の変化を敏感に感じ、常に創意・工夫を持って組織の効率化と業務の品質向

上を目指すとともに、町民の声に謙虚に耳を傾け、町民から協働のパートナーとし

て信頼を得られる職員の育成に努めます。

その一環として、昨年度、地域と行政が一体となって地域の課題に取り組む協働
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のまちづくりを推進することを目的にまちづくり地域サポーター制度をスタートさ

せました。

まずは、職員が地域に出向き地域を知ることで、地域と行政をつなぐパイプ役と

なることを目的としています。そして、人事管理や職場環境、組織育成、職員研修

の一層の充実を図るための組織づくりを一体的に推進します。

また、本町に適した職員数で新たな行政課題や多様なニーズに的確に対応するた

め、各種研修を積極的に推進するとともに、県や民間企業への派遣研修を行い、さ

まざまなノウハウや人脈づくりを通じて、職員の資質向上を図ります。

さらに、利用者の立場に立った窓口手続の簡素・効率化や窓口サービスの充実に

努めてまいります。

２３．財政運営の充実・強化、地籍調査事業

①財政運営の充実・強化

健全な財政運営と財政基盤の強化につきましては、最大の課題と位置づけ、今ま

で以上に自主財源の確保と節減合理化を進めてまいります。

そのため、住民税や固定資産税をはじめとする町税の適正で公正な課税と徴収に

努め、自主財源の確保を行い、地方交付税など国の動向に左右されるものは、その

動きを常に注視し、適正に本町の財源へ反映できるよう努力してまいります。

②ふるさと応援寄附金

昨年度から美郷町のふるさと納税返礼品を充実させ、応援寄附金額も大幅な増額

となりました。今後も、ふるさと納税返礼品を充実させるとともに、寄附者への感

謝の気持ちを伝えるため、寄附金の使い道を公表し、貴重な自主財源確保に努めて

まいります。また、ふるさと納税の事務を一部町外業者に委託していますが、その

内製化の準備を進めてまいります。

③地籍調査事業

地籍調査事業につきましては、平成３０年から３１年度に一筆調査しました南郷

の上渡川２区域・中渡川３区域１４．７２平方キロメートルの地積（面積）測定、

認証請求業務を行うとともに、新たに中渡川２区域３．６８平方キロメートルの一

筆地調査と、同じく一筆地調査を完了した中渡川１区域１．３７平方キロメートル

を加えた５．０５平方キロメートルの地籍測量業務を実施することとしています。

令和２年度末には、累積面積が１６３．４１平方キロメートル、進捗率９３．０

９％になる予定であり、今後とも早期完了を目指して計画的に事業を推進してまい

ります。西郷の登記未了地区６．４５平方キロメートル２，０８７筆につきまして

は、令和元年度に地権者や相続人連絡先などの準備調査が終了しました。令和２年

度は峰地区０．３８平方キロメートルの一筆地調査業務を行うとともに、同地区と

千本地区６．０７平方キロメートルについての三角点測量業務を実施することとし

ています。

結びに、新年度の予算につきましては、普通交付税の算定の特例(いわゆる合併算

定から一本算定)への移行期間に平成２８年度から入って５年目となること、また、

地方創生の総合戦略が第２期を迎えることなどを踏まえつつ、多様化する町民ニー

ズを的確に捉え、良質なまちづくりと地域経済の活性化につながる事業にも意を払

い、限られた財源を効率的・効果的に配分するとともに、合理的かつ効果的な事務

執行により歳出削減を行うなど、町の活性化と財政健全化の両立を念頭に予算編成

を行いました。

結果、一般会計予算で総額が８２億４，１９６万９，０００円となり、平成３１

年度との比較では、８億５９６万３，０００円、１０．８％の増額となりました。
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まず、歳出での主な計上額につきましては、総務費が１２億６，６０５万１，０

００円、民生費が８億５，２９２万４，０００円、農林水産業費が１１億２，６２

２万９，０００円、土木費が７億２，１６３万４，０００円、教育費が１２億３，

９４７万円、公債費が１０億８，７６８万２，０００円、諸支出金に９億３３６万

８，０００円を計上いたしました。

歳入では、地方交付税が３４億８，３７６万５，０００円で全体の４２．３％、

町税が６億８，７３１万５，０００円、国県支出金が合わせて１２億１，４７７万

７，０００円となり、基金繰入金としましては、５つの特定目的基金から６億７，

４２２万円、財政調整基金から８億９５５万９，０００円、合わせて１４億８，３

７７万９，０００円の繰り入れとしました。

町債は、総額で７億１，８９０万円とし、主なものとしましては過疎対策事業債

３億７７０万円、合併特例事業債１億９，２９０万円を計上いたしました。

次に、特別会計では、国民健康保険事業特別会計が１０億３，５６１万３，００

０円、介護保険事業特別会計が１０億５，５１６万１，０００円、後期高齢者医療

特別会計が２億３，０１７万８，０００円、簡易水道事業特別会計が１億４，８５

０万円、農業集落排水事業特別会計が９，９６１万３，０００円、さらに国民健康

保険診療所事業特別会計が２億１８１万円となりました。また、国民健康保険病院

事業会計の収益的収支と資本的収支は、８億９２４万円を予定しており、医業収益

は４億８，７２２万円を見込んでいます。

このことから、６つの特別会計の予算額が合わせて２７億７，０８７万５，００

０円、病院事業会計の予算額が８億９２４万円となり、一般会計と合わせた令和２

年度の美郷町予算総額は、１１８億２，２０８万４，０００円となりました。

以上、令和２年度の施政方針と予算規模について述べましたが、「豊かで活力ある

安全・安心な郷づくり」の実現を目指して、全力を尽くしてまいりたいと思います。

町民の皆様と議員各位のなお一層の御支援と御協力をお願い申し上げます。

以上であります。

【議長 那須 富重】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件については、第５日目の３月９日に町長に対する総括質疑を行います。

【議長 那須 富重】

日程第３４ 発委第１号 議会委任よる町の専決処分事項の指定についての一部

改正についてを議題とします。

【議長 那須 富重】

本案について、議会運営委員会 黒田 仁志委員長より、説明を求めます。

【議会運営委員長 黒田 仁志】

議長。

【議長 那須 富重】

議会運営委員長 黒田 仁志議員。

【議会運営委員長 黒田 仁志】
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それでは、発委第１号 美郷町議会委員会条例の一部を改正する条例について、

提案理由の説明を行います。

地方自治法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第５４号）により、第４項

の地方自治法により引用している条にずれに生じたため、改正するものであります。

施行日は令和２年４月１日となります。

以上の理由により、美郷町議会委員会条例の一部を改正する条例を会議規則第１

４条第３項の規定により、議会運営委員会が提案するものであります。

以上で、説明を終わります。

【議長 那須 富重】

提案理由の説明が終わりました。

【議長 那須 富重】

これから、質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 那須 富重】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 那須 富重】

これから、発委第１号 議会の委任による長の専決処分事項の指定についての一

部改正についての採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 那須 富重】

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 那須 富重】

起立全員であります。

したがいまして、発委第１号 議会の委任による長の専決処分事項の指定につい

ての一部改正については原案のとおり可決されました。

【議長 那須 富重】
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以上で、本日の日程は全部、終了しました。

明日３月６日は定刻午前１０時に本会議を開きます。時間をお間違えのないよう

お願いいたします。

本日は、これで散会します。

【事務局長 小田 広美】

「一同・起立・礼」・・・・お疲れさまでした・・・・。

（散会：午後 ０時１５分）


